
福岡市政記者各位
平成３０年３月１３日

経済観光文化局文化財保護課 

平成２９年度福岡市文化財の指定及び登録について 

平成 30 年２月 13 日(火)に開催された福岡市文化財保護審議会（会長 佐伯
さ え き

弘
こう

次
じ

）

において、下記のものを福岡市指定文化財及び登録文化財にすることが妥当である

旨、答申がなされましたのでお知らせします。一年かけて調査を行い、今回新たに

発見された資料も含まれております。

なお、告示は３月下旬を予定しています。

１．福岡市指定文化財 

２．福岡市登録文化財 

 

 

区 分 種 別 名  称 員数 所在地 所有者 

有形 

文化財 
古文書 

は ま ち

濵地 E A

A E文書 E

も ん じ ょ

 

附 尾形
お が た

探香
たんこう

筆 濵地
は ま ち

正剛
せいごう

瑞夢図
ず い む ず

１幅 
182 点 西区元岡 個人 

概要 

旧志摩郡元岡村（現在の福岡市西区）の旧家に伝来した史料群。濵地氏は戦

国時代の土豪の子孫で，江戸時代は福岡藩政下で大庄屋を務めた。地域の歴

史を知る上で欠かせない重要な古文書である。 

区 分 種 別 名称 員数 所在地 所有者 

有形 

文化財 
建造物 松源寺 E

し ょ う げ ん じ

A A E本堂 E

ほ ん ど う

A １棟 
博多区千代 

３丁目409番地 

宗教法人 

松源寺 

概要 

浄土真宗寺院としての建築の質が高く、石堂川と唐津街道の交差地に位置す

るランドマークとしての景観も貴重。市域の歴史的景観に寄与しているもの

として文化財の価値は高く、貴重な建造物である。 

【問い合わせ先】 

経済観光文化局文化財部文化財保護課 

担当：宮崎・星野・水野 

TEL：092-711-4862（内線3832） 

FAX：092-733-5537    

１．指定文化財 濵地文書 No.4 

（永禄12年・1569）9月26日 大友宗麟書状 

２．登録文化財 松源寺本堂 

1



平成２９年度福岡市指定文化財・登録文化財のここがポイント！！ 

１．指定文化財 

濵地文書 E

はまちもんじょ

A １８２点 

A E 附 E

つけたり

A AE尾形探香筆 E

おがたたんこうひつ

A AE濵地正剛瑞夢図 E

は ま ち せ い ご う ず い む ず

A １幅 

 １８２点の中には４００～５００年前の戦国時代の古文書が４点含まれていま

す。江戸時代より遡る古い時代の古文書は、市域でも限られた数しか残されてお

らず大変貴重です。

 戦国時代の古文書の中には、 AE豊後国 E

ぶんごのくに

A（現在の大分県）を本拠に北部九州全域に勢

力を伸ばしたキリシタン大名 AE大友宗麟 E

おおともそうりん

Aの書状（手紙）が含まれています。元岡を

含む志摩郡（現在の糸島半島北部）が大友氏の領地であったことによるものです。 

 附の絵画は，幕末の濵地家当主濵地正剛という人物が自身の夢でみた風景を福岡

藩黒田家お抱えの絵師尾形探香に描かせたものです。画面から幕末当時の元岡村

と濵地家の屋敷の風景をイメージすることができます。

２．登録文化財 

AE松源寺 E

しょうげんじ

AAE本堂 E

ほんどう

A １棟 

 濡衣山(ぬれぎぬざん)松源寺はかつて松原であり、唐津街道と金出(かないで)街道

(篠栗街道)が交わる地に位置し、博多の出入り口として大変賑やかな場所でした

（『福岡城下町・博多・近隣古図』（文化９(1812)年）。

 本堂の平面構造や彩色と箔押の施される内部は浄土真宗寺院本堂の典型です。

 本堂は明治時代の特色を示す彫刻や虹梁(こうりょう)の絵様（デザイン）など、秀

逸な細部で満たされています。

 前身本堂が明治６(1873)年に暴動のため焼失した後、現在の本堂は、明治 12(1879)

年に建てられました。松源寺には、本堂再建時の寄附金簿等の文書が残されていま

す。
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《 参 考 》 

１．文化財保護の意義 

本市に存在する文化財（国・県指定文化財を除く有形、無形、民俗、記念物）

のうち、本市にとって歴史上、芸術上又は学術上価値が高く、本市の歴史・文

化等の正しい理解のために欠くことのできないものについて、その保存・活用

のための必要な措置を講ずることにより、市民の文化の向上発展に資するもの

です。 

１）指定文化財について

 福岡市の文化財のうち、本市にとって重要なものを指定し、適切な保存、活

用を図っていくものです。 

２）登録文化財について

 福岡市の文化財のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のため

の措置が特に必要とされるものを文化財として登録し、適切な保存、活用を図

っていくものです。 

 平成 24年４月の条例改正で新たに設けられた制度で、指定に比べ緩やかな規

制により、文化財を使いながら保護することを趣旨としています。 

２．福岡市内の指定・登録文化財件数（別紙１参照） 

 今回の指定により、福岡市指定の有形文化財、古文書は 30件(員数：1,432点)

となります。 

また、福岡市の登録文化財、建造物は計 21件となります。 
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指定文化財 (今回の指定・登録件数を含めた数値)

登録文化財

区　　分 件数 員数

有形文化財 建造物 21 21

合　　計 21 21

別紙１

19 886

222 4,908

2 2

14 246

19 19

3 864

33 265

14 20

6 1,054

167 3,754

3 3

23 42

21

1,432

56 1,147

件数 員数

15 15

16 43

名　勝

天然記念物

小 計

記念物

史　跡

合　　計

無形文化財

民俗文化財

有　形

無　形

小 計

書跡・典籍・古文書

考古資料

歴史資料

小 計

福岡市指定・登録文化財区分別件数

区　　分

有形文化財

建造物

絵　画

彫　刻

工芸品

平成３０年３月１３日現在

21

30
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